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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
救
急
医
療
提
供
体
制
の
充
実
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
調
査
を
行
う
こ
と
は
、
そ
の
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
が
各
都
道
府
県
か
ら
受
け
た
報
告
に
よ
る
と
、
第
三
次
救
急
医
療
機
関
（
重
症
及
び
複
数
の
診
療
科
領
域
に

わ
た
る
重
篤
な
救
急
患
者
を
受
け
入
れ
る
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
有
す
る
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
第
二
次

救
急
医
療
機
関
（
入
院
を
要
す
る
救
急
医
療
を
担
う
医
療
機
関
で
あ
っ
て
、
第
三
次
救
急
医
療
機
関
以
外
の
も
の
を
い
う
。

）
の
数
の
平
成
十
年
か
ら
平
成
十
九
年
ま
で
の
間
の
推
移
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
に
お
け
る
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
平
均
病
床
利
用
率
が
七
十
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
第
三
次
救
急
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
空
床
は
お
お
む
ね
常
時
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

る
。

一



ま
た
、
お
尋
ね
の
「
急
性
期
を
脱
し
た
患
者
の
た
め
の
後
方
病
床
」
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
に
お
け
る
第
三

次
救
急
医
療
機
関
の
平
均
病
床
利
用
率
が
八
十
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
第
三
次
救
急
医
療
機
関

に
お
い
て
は
、
各
診
療
科
に
お
い
て
救
急
患
者
の
病
態
に
応
じ
た
対
応
が
で
き
る
だ
け
の
空
床
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
る
。

お
尋
ね
の
後
方
病
床
の
確
保
状
況
に
関
す
る
調
査
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
各
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
病
床
数
、
常
勤
医
数
（
専
任
又
は
併
任
の
別
）
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
各
都
道

府
県
か
ら
受
け
た
報
告
に
よ
る
と
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

常
勤
医
が
併
任
の
場
合
の
担
当
科
に
つ
い
て
は
、
各
第
三
次
救
急
医
療
機
関
に
対
す
る
調
査
に
膨
大
な
時
間
を
要
す
る
こ

と
か
ら
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
搬
送
受
入
依
頼
数
及
び
受
入
実
数
等
に
つ
い
て
も
、
各
消
防
本
部
か
ら

医
療
機
関
に
対
し
行
っ
た
搬
送
照
会
の
う
ち
第
三
次
救
急
医
療
機
関
に
対
す
る
も
の
を
抽
出
の
上
、
医
療
機
関
ご
と
に
集
計

す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
作
業
が
膨
大
な
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

二



厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
今
後
、
救
急
医
の
勤
務
状
況
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
を

踏
ま
え
、
救
急
医
の
適
正
な
勤
務
実
態
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
毎
年
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
補
助
金
の
交
付
に
反

映
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
体
制
の
一
層
の
充
実
を
図
る
観
点
か
ら
、
評
価
項
目
等

の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
予
算
案
に
お
い
て
は
、
救
急
医
療
体
制
の
整
備
等
の
た
め
の
予
算
と
し
て
、
約
百
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。

そ
の
内
訳
は
、
小
児
救
急
電
話
相
談
事
業
等
の
補
助
に
係
る
経
費
が
五
億
六
千
九
百
万
円
、
初
期
救
急
医
療
体
制
の
補
助
に

係
る
経
費
が
五
千
百
万
円
、
第
二
次
救
急
医
療
体
制
の
補
助
に
係
る
経
費
が
二
十
二
億
五
千
百
万
円
、
第
三
次
救
急
医
療
体

制
の
補
助
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
三
十
一
億
五
千
三
百
万
円
、
救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
等
の
補
助
に
係
る
経
費
が
十
七

億
七
千
八
百
万
円
、
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
促
進
事
業
の
補
助
に
係
る
経
費
が
十
三
億
五
千
九
百
万
円
、
小
児
科
・
産
科
医
療

体
制
の
集
約
化
・
重
点
化
の
推
進
の
補
助
に
係
る
経
費
が
四
億
三
千
六
百
万
円
、
救
急
救
命
士
病
院
実
習
受
入
促
進
の
補
助

三



に
係
る
経
費
が
八
千
九
百
万
円
、
自
動
体
外
式
除
細
動
器（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）普
及
啓
発
事
業
の
補
助
に
係
る
経
費
が
一
億
三
千
二
百

万
円
、
災
害
時
に
お
け
る
医
療
体
制
の
補
助
に
係
る
経
費
が
二
千
万
円
、
広
域
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
経

費
が
二
千
七
百
万
円
、
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
研
修
事
業
に
係
る
経
費
が
六
千
七
百
万
円
、
救
急
医
療
関
係
者
研
修
に
係
る

経
費
が
二
千
百
万
円
、
国
立
病
院
等
救
急
医
療
セ
ン
タ
ー
等
に
係
る
経
費
が
三
千
三
百
万
円
、
救
急
医
療
の
普
及
推
進
に
係

る
経
費
が
四
百
万
円
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
在
籍
し
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
各

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
専
任
で
勤
務
す
る
、
循
環
器
科
（
心
臓
血
管
外
科
を
含
む
。
）
、
脳
神
経
外
科
、
麻
酔
科
及
び
小
児

科
（
小
児
外
科
を
含
む
。
）
の
常
勤
医
師
及
び
非
常
勤
医
師
の
数
は
、
厚
生
労
働
省
が
各
都
道
府
県
か
ら
受
け
た
報
告
に
よ

る
と
、
別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。
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